
                               

 

 

外国商標登録を取得するまでの手続の流れ（概略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 本 

本本 

外国代理人 

 

出 願 

審 査 

拒絶理由通知 

意見書・補正書 

出願公告 異議申立 

 

異議理由 

ありの決定 

異議理由 

なしの決定 

登録査定 

登録審決 

登録料納付 

更新登録申請 

更新登録証 

 

拒絶査定 

拒絶査定 

不服審査 

 

審 理 

 

拒絶審決 

 

審決取消訴訟 

 

（出願オーダー） 

商標登録を得たい国の代理人に出願

人の名称、住所、商標及び商品等必要

事項並びに委任状等必要書類と共に依

頼します。 

国によっては委任状に公証人・領事

認証が必要です。 

外国代理人が手続します。 

国によっては方式及び商標適格性の

み審査し、先行商標との関係は審査しな

い場合もあります。 

公報に掲載されます。 

審査官が商標登録出願を拒絶す 

べきと判断した場合、その理由が 

通知されます。通知は複数回発せ 

られることがあります。 

拒絶理由に不服がある 

場合意見書、補正書 

を提出します。 

拒絶理由通知を発す 

ることなく拒絶査定を 

下す国もあります。 
国によっては（特に、南米 

諸国）異議申立は審査官 

の審査を手助けする情報 

提供としての取扱いで、こ 

の場合異議決定ではなく、 

査定（登録査定又は拒絶 

査定）が下されます。 

多くの場合外国代理人が立替え納付 

し、その後日本に請求してきます。 

外国代理人より登録証が送られてきます。 

多くの国では商標権の存続期間は

１０年ですが、中には７年、１４年あ

るいは１５年の国もあります。 

更新登録証が発行されます。一部の

国々では原登録証に存続期間が延長さ

れた旨記載（裏書）される場合もありま

す。 

以下司法手続となります。 

登録証発行 

 


